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指定事項 

１ 処置要領 

(1)  契約業者は、打がら薬きょう類が原型をとどめないように、また標示抹消或いは 

標示が判読できないように、解体・切断・破砕・圧縮・溶解等（以下、解体等とい

う）の処置を実施するものとする。 

(2)  官側は、打がら薬きょう類の処置要領について、現場説明時に周知徹底させる。 

 

２ 管理要領 

(1)  打がら薬きょう類の場合、官側は契約業者が行う解体等の実施状況に随時立会う

ものとし、不具合がある場合は契約業者に対し是正処置を要求する事ができるもの

とする。 

(2)  前項において、官側の立会いが困難な場合は、解体等の実施状況が確認できる写

真を官側に提出（サービス版以上の写真及びネガ、又は 1600×1200 ピクセル以上

の高解像度の画像を A４サイズ用紙に印刷したもの）するものとする。 

 

３ 保全管理 

(1)  契約業者は、解体等の処置が終わるまで厳重な打がら薬きょう類の保管管理を実

施しなければならない。 

(2)  契約業者は、契約状況（特に表示内容・重量等）を撮影した写真データー等を第

三者に開示してはならない。 

 

 ４ 種類及び数量等 

   別紙「売払明細書」による。 

 

 

 

 

 


